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（
参
考　

令
和
七
年
二
月
改
正
後
全
文
）

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
性
能
等
確
認
制
度
に
関
す
る
告
示 

（
目
的
） 

第
一
条　

こ
の
告
示
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
一
般
小
型
原
動
機
付
自

転
車
（
以
下
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
」
と
い
う
。
）
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運

輸
省
令
第
六
十
七
号
。
以
下
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
へ
の
適
合
性
及
び
品
質
管
理
に
係
る
体
制
の
確
認
（
以
下

「
性
能
等
確
認
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
性
能
等
確
認
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
に
係
る
性
能
等
確
認
並
び
に
当
該
確
認
が
さ
れ
た
旨
の
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

等
へ
の
表
示
の
適
正
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
運
行
の
用
に
供
さ
れ
る
特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
等
の
保
安
基
準
適
合
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
が
安
全
に
利
用
さ
れ

る
環
境
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
と
は
、
保
安
基
準
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
の
六
に

規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。 

２　

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
一
般
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告

示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
一
般
小
型
原
動
機
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付
自
転
車
を
い
う
。 

（
性
能
等
確
認
実
施
機
関
の
認
定
） 

第
三
条　

性
能
等
確
認
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
性
能
等
確
認
の
実
施
に
関
す
る
規

程
（
以
下
「
性
能
等
確
認
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一　

性
能
等
確
認
の
実
施
方
法

 

二　

性
能
等
確
認
の
用
に
供
す
る
設
備
、
機
器
又
は
装
置

 

三　

性
能
等
確
認
の
実
施
体
制

 

四　

そ
の
他
性
能
等
確
認
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
（
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

 

申
請
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
に
つ
い
て
、
性
能
等
確
認
実
施
規
程
に
基
づ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
を
適
切
に
確

 

認
で
き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

 

イ　

保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

ロ　

均
一
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ　

設
計
又
は
製
作
の
過
程
に
起
因
す
る
不
具
合
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の

製
作
を
業
と
す
る
者
又
は
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
を
製
作
す
る
こ
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と
を
業
と
す
る
者
か
ら
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
を
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て

当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
を
輸
入
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
（
以
下
「
製
作
者
等
」
と
い
う
。
）

 

に
よ
り
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

二　

前
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
、
機
器
又
は
装
置
を
有
す
る
こ
と
。

 

三　

性
能
等
確
認
を
公
平
か
つ
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
性
能
等
確
認
実
施
機
関
に
係
る
情
報
を
公
表
す
る

 

も
の
と
す
る
。

 

４　

認
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

５　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
性
能
等
確
認
実
施
規
程
の
変
更
（
軽
微
な
変
更
（
当
該
変
更
が
性
能
等
確
認
の
結
果

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
が
明
白
な
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と

 

き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
、
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
性
能
等
確
認
実
施
規
程
の
変
更
（
軽
微
な
変
更
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞

 

な
く
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
性
能
等
確
認
に
係
る
業
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

 

国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

８　

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
五
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
性
能
等
確
認
実
施
要
領
の
届
出
）

第
四
条　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
性
能
等
確
認
の
実
施
手
続
等
に
関
す
る
要
領
（
以

下
「
性
能
等
確
認
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
性
能
等
確
認
を
実
施
す
る
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

一　

性
能
等
確
認
の
申
請
に
関
す
る
事
項 

二　

性
能
等
確
認
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

三　

性
能
等
確
認
の
結
果
の
通
知
に
関
す
る
事
項 

四　

性
能
等
確
認
の
結
果
の
活
用
に
関
す
る
事
項 

五　

そ
の
他
性
能
等
確
認
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

 

（
性
能
等
確
認
の
実
施
）

第
五
条　

性
能
等
確
認
は
、
製
作
者
等
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
性
能
等
確
認
実
施
規
程
及
び
性
能
等
確
認
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
申
請
に
係
る
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
型
式
ご
と
に
性
能
等
確
認
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

３　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
性
能
等
確
認
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
の
結
果
を
第
一
項
の
申

請
者
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
性
能
等
確
認
の
結
果
の
活
用
） 
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第
六
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

適
合
す
る
旨
の
通
知
（
以
下
「
適
合
通
知
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
通
知
に
係
る
情
報

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

適
合
通
知
を
受
け
た
製
作
者
等
は
、
当
該
適
合
通
知
に
係
る
型
式
の
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
に
は
、
特
別

な
表
示
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
表
示
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３　

表
示
は
、
シ
ー
ル
と
し
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
が
そ
の
型
式
に
つ
い
て
適
合
通
知
を
受
け
た
こ
と
を
示

す
用
途
に
の
み
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

４　

性
能
等
確
認
実
施
機
関
は
、
適
合
通
知
を
受
け
た
製
作
者
等
に
対
し
、
少
な
く
と
も
事
業
年
度
ご
と
に
、
第
二
項

 

に
係
る
事
項
の
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
） 

第
七
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
性
能
等
確
認
及
び
当
該
確
認
に
係
る
結
果
の
活
用
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
性
能
等
確
認
実
施
機
関
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
認
定
の
取
消
し
等
） 

第
八
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
性
能
等
確
認
実
施
機
関
が
こ
の
告
示
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
性
能
等
確
認
実
施
機
関
に
対
し
、
性
能
等
確
認
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
性
能
等
確
認
実
施
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。 

一　

こ
の
告
示
の
規
定
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

二　

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。 

三　

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
と
き
。 

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。 

４　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
性
能
等
確
認
に
係
る
結
果
の
公
表
を
取
り
や

 

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

当
該
確
認
に
係
る
型
式
の
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
が
第
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

 

事
項
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

二　

製
作
者
等
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
適
合
通
知
を
受
け
た
と
き
。

 

三　

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
。

 


